
危
機
に
ー

立
つ

反
独
占
政
策

井
　
上

巌
　
次

郎

ま
　
え
　
が

き

　
平
和
条
約
の
発
効
に
よ
り
、
占
領
中
に
お
け
る
経
済
民
主
化
政
策
の
行
き
過
ぎ
に
対
す
る
反
省
と
、
軍
拡
景
気
の
停
滞
、
輸
出
市

場
の
不
振
に
伴
う
不
況
に
よ
る
競
争
激
化
の
回
避
が
動
機
と
な
っ
て
、
独
占
禁
止
法
改
正
の
機
運
が
次
第
に
高
ま
り
、
前
国
会
に
丑
、

の
改
正
案
か
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
法
案
は
、
前
国
会
解
散
の
た
め
流
産
と
な
っ
た
が
、
僅
か
の
修
正
を
加
え
て
再
び
今
国
会
に
提
出

さ
れ
、
既
に
衆
議
院
を
通
過
し
て
目
下
参
議
院
で
審
議
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
成
立
は
僚
ぽ
確
更
と
思
わ
れ
る
。
本
法
は
、
巨
本
経

済
氏
主
化
の
基
本
法
で
あ
っ
て
、
そ
の
改
正
は
、
反
独
占
政
策
の
根
本
に
ふ
れ
る
重
要
な
間
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
関
す
る
若
干

の
考
察
を
試
み
ょ
う
と
思
う
。

二
　
改
正
の
基
本
方
針

　
今
回
の
独
占
禁
止
法
の
改
正
を
め
ぐ
っ
て
、

、
等
）
関
係
各
経
済
官
庁
（
通
産
省
、
農
林
省
、

　
　
　
危
機
に
立
つ
反
狽
店
政
策
（
井
上
）

各
業
界
（
経
団
連
、
関
経
連
、
日
本
鉄
鋼
連
盟
、
巨
本
紡
績
協
会
、
中
小
企
業
連
盈

大
蔵
省
、
経
済
審
議
庁
、
公
正
取
引
委
員
会
等
）
農
氏
、
消
費
者
等
各
方
面
か
ら
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
（
三
八
一
）



炉

　
　
立
命
餌
経
済
掌
（
第
二
巻
．
第
四
晋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
．
　
二
（
三
八
二
）

六
の
改
正
意
見
が
出
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
間
に
激
し
い
論
争
が
行
わ
れ
た
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
改
正
不
要
論
や
全
面
廃
止
論
の
如
き

極
端
な
意
見
の
対
立
が
あ
る
の
み
な
ら
す
、
そ
の
間
に
、
種
六
の
程
度
を
異
に
し
た
意
見
の
相
違
が
あ
る
が
、
こ
の
問
題
を
考
え
る

上
に
お
い
て
最
も
重
要
な
点
は
、
改
正
の
基
本
方
針
を
ど
こ
に
お
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
こ
の
点
に
関
す
る
国
会
の
論
議
の
焦

点
は
、
大
き
く
分
け
て
こ
れ
を
二
つ
と
す
る
こ
と
か
で
き
る
、
即
ち
、
ン
、
の
一
は
大
企
業
、
基
礎
産
業
の
側
か
ら
の
意
見
で
あ
っ
て
、

ヵ
ル
テ
ル
や
ト
ラ
ス
ト
の
如
き
独
占
を
一
概
に
害
悪
と
す
る
の
は
誤
り
、
て
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
結
成
を
無
条
件
に
認
め
、

明
か
に
経
済
的
・
杜
会
的
弊
害
の
生
じ
た
場
合
に
こ
れ
を
取
締
れ
ば
足
り
る
と
す
る
所
謂
大
巾
緩
和
論
も
し
く
は
濫
用
防
止
論
で
あ

り
、
そ
の
二
は
公
正
取
引
委
員
会
の
意
見
で
あ
っ
て
、
ヵ
ル
テ
ル
や
ト
ラ
ス
ト
の
如
き
独
占
を
原
則
と
し
て
禁
止
す
る
と
い
う
独
占

禁
止
法
の
根
本
原
則
は
、
従
来
通
り
あ
く
ま
で
こ
れ
を
堅
特
し
つ
つ
、
日
本
経
済
の
実
態
か
ら
み
て
真
に
や
む
を
得
な
い
場
合
に
隈

っ
て
、
最
小
限
度
に
例
外
を
認
め
よ
う
と
す
る
所
謂
原
則
的
禁
止
論
で
あ
る
、
こ
の
両
者
の
意
見
は
、
特
に
カ
ル
テ
ル
を
め
ぐ
っ
て

激
し
く
論
争
さ
れ
た
、

　
カ
ル
テ
ル
が
必
要
で
あ
り
且
つ
望
ま
し
い
と
す
る
大
巾
緩
和
論
の
論
挺
は
、
人
口
過
剰
に
し
て
資
源
の
貧
弱
な
、
従
っ
て
ま
た
資

本
蓄
積
の
不
足
と
国
内
市
場
の
狭
隔
に
な
や
む
兄
本
経
済
に
お
い
て
は
、
企
業
殊
に
基
礎
産
業
は
構
造
的
に
弱
体
で
あ
り
、
景
気
変

動
に
対
す
る
弾
力
性
を
欠
き
、
破
壊
的
競
争
に
陥
り
易
い
弊
が
あ
る
か
ら
、
か
か
る
弊
害
を
防
止
し
産
業
の
安
定
を
は
か
る
が
た
め

に
は
、
カ
ル
テ
ル
を
認
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
、

　
か
よ
う
な
、
日
本
経
済
の
貧
弱
さ
、
底
の
浅
さ
に
名
を
か
り
て
、
資
源
の
開
癸
、
経
営
の
合
理
化
等
に
対
す
る
努
力
を
怠
り
、
カ

ル
テ
ル
に
よ
っ
て
安
易
な
競
争
の
回
避
を
は
か
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
議
論
に
対
し
て
は
に
わ
か
に
賛
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
ヵ

ル
テ
ル
は
決
し
て
間
題
の
根
木
的
解
決
を
は
か
る
も
の
で
は
な
く
、
瀞
争
制
限
的
方
策
を
通
じ
て
不
汎
を
他
に
転
嫁
す
る
こ
と
に
よ



り
、
局
部
的
、
一
時
的
な
安
定
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ン
、
の
た
め
に
か
え
っ
て
産
業
全
体
の
不
安
定
を
激
化
し
、
不
況
を

慢
性
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
殊
に
日
本
の
よ
う
な
貧
弱
な
経
済
に
お
い
て
は
、
ン
、
の
弊
害
が
一
層
大
で
あ
る
、

　
な
お
、
カ
ル
テ
ル
’
を
大
巾
に
認
め
る
こ
と
を
最
も
強
く
要
求
し
て
い
る
業
種
は
、
鉄
鉱
・
石
炭
・
紡
績
・
硫
安
・
．
過
燐
酸
石
灰
等

の
、
企
業
数
が
比
較
的
に
少
く
、
資
本
の
集
中
度
の
高
い
基
礎
産
業
部
門
で
あ
る
こ
と
、
及
び
、
こ
れ
ら
１
０
部
門
に
お
け
る
価
格
は

国
際
価
格
水
準
に
比
べ
て
一
般
に
割
高
で
あ
っ
て
、
当
該
産
業
部
門
の
国
際
競
争
力
を
弱
め
、
輸
出
の
滅
退
を
も
た
ら
す
お
ン
、
ホ
が

極
め
て
大
き
い
こ
と
は
、
輸
出
の
不
振
に
悩
み
、
国
際
的
に
割
高
な
価
格
の
引
下
げ
が
、
経
済
自
立
の
必
須
条
件
と
さ
れ
て
い
る
現

状
か
ら
み
て
、
特
に
注
意
を
要
す
る
点
で
あ
る
、

　
次
に
、
カ
ル
テ
ル
の
原
則
的
禁
止
論
の
論
拠
は
、
カ
ル
テ
ル
は
、
ト
ラ
ス
ト
の
場
合
と
異
り
、
大
規
模
生
産
や
技
術
的
統
一
経
営
の

利
益
を
生
ず
る
こ
と
な
く
し
て
、
競
争
制
限
的
方
策
に
よ
り
つ
り
上
げ
ら
れ
た
独
占
価
格
を
通
し
て
、
ン
、
の
業
種
白
体
の
利
潤
を
確

保
し
つ
つ
、
不
況
の
圧
力
を
他
に
転
嫁
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
中
小
企
業
者
、
農
昆
、
一
般
消
費
者
等
を
不
当
に
圧
辿
し
、

経
済
の
民
主
化
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
、
叉
、
カ
ル
テ
ル
は
、
隈
界
低
能
率
企
業
の
維
持
、
温
存
の
た
め
の
価
格
維
持
に
よ

り
、
そ
の
産
業
部
門
内
部
に
お
け
る
合
理
化
意
欲
を
鈍
ら
せ
、
経
済
の
進
歩
を
妨
げ
る
と
す
る
、
更
に
叉
、
一
産
業
部
門
に
お
け
る

カ
ル
テ
ル
の
締
成
は
、
次
第
に
関
聯
産
業
部
門
え
波
及
し
、
経
済
的
矛
盾
を
拡
大
再
生
産
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
、

か
く
の
如
く
、
カ
ル
テ
ル
に
は
諾
種
の
弊
害
が
必
猟
的
に
伴
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
禁
止
す
る
は
当
然
で
あ
り
、
ヤ
む
を
得

ず
例
外
を
認
め
る
に
し
て
も
、
で
き
る
だ
け
最
小
限
度
に
止
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
一

　
独
占
を
禁
止
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
経
済
の
運
命
に
関
す
る
重
大
な
間
題
で
あ
り
、
如
何
な
る
基
本
的
方
針
ど
と

る
べ
き
か
は
、
た
だ
単
な
る
抽
象
的
論
議
に
刈
っ
て
決
せ
ら
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
冷
静
な
日
本
経
済
の
現
実
的
、
客
観
的
認
識
に

　
　
危
機
に
１
立
つ
反
独
占
政
策
（
卉
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
（
三
八
三
）
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立
命
館
経
済
掌
（
第
二
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
（
三
八
四
）

基
い
て
な
さ
れ
な
け
ば
な
ら
な
い
間
題
ノ
・
あ
る
。
か
か
る
見
地
か
ら
、
・
そ
の
一
例
と
し
て
、
公
正
取
引
委
員
会
が
、
今
回
の
独
占
禁

止
法
改
正
案
の
審
議
資
料
と
し
て
毅
議
院
経
済
安
定
委
員
会
に
提
出
し
た
、
最
近
に
お
け
る
産
業
界
の
カ
ル
テ
ル
活
動
に
関
オ
る
調

払
蝿
料
を
見
る
に
・
そ
れ
に
よ
る
と
・
鉄
綱
薄
板
・
鉄
綱
線
材
・
過
燐
酸
砂
灰
・
硫
安
・
カ
セ
ィ
ソ
ー
ダ
、
綿
紡
績
等
の
実
情
調
査

の
緕
果
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
現
在
の
日
本
経
済
が
過
剰
設
傭
と
そ
こ
か
ら
来
る
生
産
過
剰
を
操
短
に
よ
つ
て
回
避
し
て
い
る
実

情
を
明
か
に
す
る
と
と
も
に
、
か
か
る
カ
ル
テ
ル
活
動
の
多
く
が
・
王
務
官
庁
の
勧
告
、
原
料
輸
入
の
外
貨
割
当
な
ど
行
政
措
置
に
よ

つ
て
支
持
、
裏
打
ち
さ
れ
、
独
禁
法
と
公
正
取
引
委
員
会
の
枠
外
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
う
し
た
ヵ
ル
テ
ル
活
動
の

緒
果
、
次
の
如
き
現
象
が
現
れ
て
い
る
と
述
へ
て
い
る
。

　
一
、
価
格
の
維
持
、
つ
り
上
げ
か
行
わ
れ
て
、
目
本
の
物
価
の
国
際
的
な
割
高
が
一
層
ひ
ど
く
な
り
、
輸
出
を
さ
ら
に
滅
退
さ
せ

　
　
　
る
お
そ
れ
が
非
常
に
大
き
い
こ
と

　
二
、
業
界
で
は
、
こ
れ
が
切
抜
け
策
と
し
て
国
内
価
格
は
高
く
維
持
し
、
そ
れ
に
よ
つ
て
得
た
利
潤
で
余
剰
商
品
を
安
値
輸
出
す

　
　
　
る
、
二
重
価
格
制
の
傾
向
が
次
第
に
一
般
化
し
て
い
る
こ
と

　
三
、
ヵ
ル
テ
ル
に
よ
つ
る
原
材
料
価
格
の
維
持
、
つ
ゲ
上
げ
、
あ
る
い
は
供
給
の
制
限
を
受
け
て
、
中
小
企
業
か
ら
成
る
関
連
産

　
　
　
業
部
門
は
、
原
料
高
、
製
品
安
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
こ
と

　
以
上
の
点
か
ら
み
て
も
、
巳
本
経
済
の
現
段
階
に
お
い
て
は
、
カ
ル
テ
ル
の
原
則
的
禁
止
、
例
外
的
認
可
と
い
う
公
正
取
引
委
員

会
の
方
針
が
最
も
妥
当
と
思
わ
れ
る
、

　
（
誌
　
昭
和
２
８
年
７
月
９
耳
、
大
阪
朝
目
新
聞
）



三
　
改

正
の
要
点

Ｈ
　
カ
ル
テ
ル
禁
止
の
緩
和

　
　
カ
ル
’
テ
ル
に
関
す
る
改
正
案
の
要
点
は
、
ヵ
ル
テ
ル
’
禁
止
の
範
囲
を
縮
少
し
た
こ
と
と
、
認
可
制
の
採
用
に
よ
り
、
カ
ル
’
テ
ル

　
禁
止
に
対
す
る
除
外
例
を
認
め
た
こ
と
と
の
二
点
に
あ
る
。

　
ｃ
Ｄ
　
禁
止
範
囲
の
縮
少

　
　
改
正
案
に
お
い
て
は
、
第
四
条
（
特
定
の
共
同
行
為
の
禁
止
）
を
削
除
し
て
、
同
条
第
一
項
の
規
定
の
趣
旨
を
、
不
当
な
取
引

　
制
限
の
定
義
規
定
中
に
織
込
ん
で
い
る
。
第
四
条
の
規
定
は
、
元
来
、
カ
ル
テ
ル
’
は
、
本
法
の
精
神
か
ら
み
て
、
そ
れ
自
体
、
存

　
在
理
由
を
認
め
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
従
つ
て
、
或
程
度
の
影
響
力
を
も
つ
と
き
は
、
不
当
な
取
引
制
限
に
該
当
し
な
い
場
合
に

　
お
い
て
も
、
禁
止
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
改
正
案
は
、
こ
れ
を
、
公
共
の
利
益
に
反
し
て
、

　
一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
場
合
に
お
け
る
禁
止
に
限
定
す
る
よ
う
緩
和
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

　
っ
て
・
こ
れ
は
、
反
ヵ
ル
テ
ル
政
策
の
根
本
問
題
に
連
る
重
婆
な
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
が
た
め
に
、
今
後
の
カ
ル
テ
ル
取
締
は
著

　
し
く
困
難
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
、

　
　
尚
お
、
有
の
改
正
に
伴
い
、
現
行
法
第
君
条
の
私
的
統
制
団
体
の
禁
止
規
定
を
川
除
し
、
更
に
、
事
茱
者
団
体
法
を
廃
止
し
て
、

　
第
三
章
に
、
こ
れ
に
代
る
取
締
規
定
を
設
け
た
。

　
四
　
カ
ル
テ
ル
禁
止
に
対
す
る
除
外
例
の
認
容

　
　
今
同
の
独
禁
法
改
正
の
最
大
の
焦
点
は
、
従
来
殆
ん
ど
絶
対
的
に
禁
止
ざ
れ
て
い
た
（
条
文
の
上
で
は
、
一
定
の
取
外
分
野
に

　
　
危
機
に
．
立
つ
反
独
占
政
策
（
井
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
（
三
八
五
）



■

　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
巷
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
（
三
八
六
）

お
け
る
競
争
に
対
す
る
当
該
共
同
行
為
の
影
響
が
問
題
と
す
る
程
度
に
至
ら
な
い
も
つ
。
て
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
除
く
こ
と
に

は
な
っ
て
い
た
が
、
事
実
上
は
絶
対
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
）
カ
ル
テ
ル
に
つ
い
て
、
巳
本
経
済
の
実
情
か
ら
屍
て
、
真
に
己

む
を
得
な
い
必
要
最
小
隈
度
の
場
合
に
限
っ
て
、
厳
重
な
規
制
の
も
と
に
、
不
況
・
合
理
化
・
貿
易
の
三
種
類
の
カ
ル
テ
ル
を
認

め
た
点
で
あ
る
。

い
　
不
況
カ
ル
テ
ル

　
不
況
カ
ル
テ
ル
に
つ
い
て
は
、
構
造
的
な
需
要
の
滅
退
に
も
と
づ
か
な
い
理
由
に
よ
っ
て
、
特
定
の
商
帰
の
需
給
が
著
し
く
均

衡
を
失
し
た
た
め
、
当
該
商
品
の
価
格
が
ン
、
の
平
均
生
産
費
を
下
ま
わ
り
、
且
つ
、
当
該
事
業
者
の
相
当
部
分
の
事
業
の
経
続
が

因
難
と
な
る
に
至
る
お
ン
、
れ
が
あ
り
、
し
か
も
、
企
業
の
合
理
化
に
よ
っ
て
は
ン
、
の
事
態
を
克
服
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合

に
隈
っ
て
、
生
産
業
者
に
対
し
て
、
生
産
数
量
、
販
売
数
量
叉
は
設
備
の
制
限
に
係
る
共
同
行
為
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
価
格
協
定
に
つ
い
て
は
、
前
国
合
提
出
案
で
は
、
原
則
と
し
て
こ
れ
を
認
め
ず
、
た
だ
技
術
的
理
由
で
生
産
制
限
が
著
し
く

困
難
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
例
外
的
に
認
め
て
い
た
が
、
今
国
会
提
出
案
で
は
、
技
術
的
理
由
に
よ
る
ほ
か
、
前
述
の
共
同
行
為

だ
け
で
は
不
況
を
克
服
す
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
な
場
合
は
、
こ
れ
と
並
行
し
て
価
格
協
定
を
認
め
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
価
格

協
定
の
原
則
的
認
谷
は
、
今
回
の
改
正
の
中
で
特
に
注
意
を
要
す
る
点
で
あ
る
、

　
不
況
カ
ル
テ
ル
は
、
一
度
ン
、
の
運
用
を
誤
る
と
、
価
格
の
維
持
、
品
上
げ
を
行
い
、
一
般
消
費
者
、
中
小
企
業
者
、
農
民
等
を

苦
し
め
る
傾
向
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
認
可
は
で
き
る
だ
け
厳
重
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
価
格
ヵ
ル
テ
ル
を
原
則
的
に
認
．

め
る
こ
と
は
、
木
法
の
糖
神
か
ら
み
て
適
当
で
な
い
と
思
う
が
、
既
に
制
度
と
し
て
認
め
ら
れ
た
以
上
は
、
特
に
そ
の
取
扱
を
厳

重
に
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
、



　
カ
ル
テ
ル
認
可
権
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
国
会
提
出
原
案
の
作
成
に
際
し
、
公
正
取
引
委
員
会
と
通
産
省
の
意
見
が
対
立
し
、

公
正
取
引
委
員
会
は
、
こ
の
権
限
は
、
独
禁
法
の
運
用
機
関
で
あ
る
公
正
取
引
委
員
会
に
当
然
帰
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
に

対
し
て
、
通
産
省
は
、
む
し
ろ
、
経
済
行
政
の
主
務
官
庁
で
あ
る
通
産
省
が
そ
の
権
限
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
結

局
・
政
治
的
妥
協
の
結
果
、
公
正
取
引
委
員
会
の
認
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
認
可
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
つ
た
が
、
今
国
会
に
お

い
て
、
認
可
権
を
公
正
取
引
委
員
会
一
本
に
す
る
こ
と
に
修
正
し
た
。
こ
の
措
置
は
、
公
正
取
引
委
員
会
の
本
来
の
性
格
、
使
命

か
ら
み
て
、
当
然
の
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

何
　
合
理
化
カ
ル
テ
ル

　
合
理
化
カ
ル
テ
ル
に
つ
い
て
は
、
前
国
会
提
出
案
で
は
、
技
術
の
向
上
、
品
質
の
改
善
、
生
産
費
の
引
下
げ
、
能
率
の
増
進
、

そ
の
他
企
業
の
合
理
化
を
促
進
す
る
た
め
、
特
に
必
要
の
あ
る
場
合
に
、
生
産
業
者
に
対
し
て
、
技
術
、
品
質
の
制
限
の
ほ
か
、

原
材
料
、
製
品
の
保
管
、
運
送
施
設
の
利
用
、
ま
た
は
副
産
物
、
く
ず
、
廃
物
の
利
用
若
し
く
は
購
入
に
係
る
共
同
行
為
を
認
め

て
い
た
が
・
今
回
の
改
正
案
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
新
た
に
、
生
産
乱
種
の
制
限
（
生
産
分
野
の
協
定
）
を
追
加
し
た
、

　
こ
の
合
理
化
カ
ル
テ
ル
の
結
成
に
よ
っ
て
、
品
質
の
改
善
、
原
価
の
引
下
げ
、
能
卒
の
増
進
等
に
寄
与
す
る
こ
と
は
明
か
で
あ

る
か
、
鉄
鋼
業
界
か
ら
の
強
い
要
望
で
新
た
に
挿
入
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
品
種
制
限
の
場
合
な
ど
に
、
品
種
別
の
専
門
化
か
ら
独

占
え
の
傾
向
を
強
め
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
大
企
業
に
有
利
な
協
定
が
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
一

　
不
況
カ
ル
テ
ル
叉
は
合
理
化
ヵ
ル
テ
ル
の
場
合
、
共
同
行
為
を
行
う
事
業
者
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な

い
も
の
と
し
て
い
る
一

（
禁
止
行
為
）

　
危
機
に
．
立
つ
反
独
占
政
策
（
井
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
（
三
八
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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．
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．
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，
、

　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爪
（
三
八
八
）

　
１
　
共
同
行
為
の
内
容
を
、
不
当
に
差
別
的
に
す
る
こ
と

　
２
　
共
同
行
為
に
参
加
叉
は
脱
退
す
る
こ
と
を
不
当
に
制
限
す
る
こ
と

　
３
　
共
同
行
為
に
参
加
す
る
こ
と
を
他
の
事
業
者
に
対
し
て
直
接
叉
は
間
接
に
強
制
す
る
こ
と

　
４
　
共
同
行
為
に
参
加
し
て
い
な
い
他
の
事
業
者
の
事
業
活
動
を
不
当
に
妨
害
す
る
こ
と

　
　
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
何
サ
不
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
客
観
的
な
基
準
は
な
く
、
そ
の
判
断
に
は
か
な
り
の
困
難
さ
を
伴
う

　
も
の
で
あ
る
。

　
バ
　
貿
易
カ
ル
テ
ル

　
　
貿
易
カ
ル
テ
ル
に
つ
い
て
は
、
輸
出
取
引
法
を
改
正
し
て
、
貿
易
の
振
興
上
必
要
あ
る
場
合
に
は
、
国
内
の
事
業
者
の
輸
出
入

　
の
貿
易
ヵ
ル
テ
ル
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
関
聯
し
て
、
現
行
法
第
六
条
（
特
定
の
国
際
的
協
定
叉
は
貿
易

　
協
定
の
禁
止
）
を
改
正
し
、
国
内
の
事
業
者
間
の
貿
易
に
関
す
る
協
定
、
契
約
の
禁
止
規
定
の
部
分
を
削
除
す
る
こ
と
と
し
て
い

　
る
。

臼
　
再
販
売
価
格
維
持
契
約

　
　
こ
れ
は
、
今
回
の
改
正
案
（
第
二
十
四
条
の
二
）
で
新
た
に
認
め
ら
れ
た
制
度
で
あ
っ
て
、
公
正
取
引
委
員
会
の
指
定
す
る
商

　
品
で
あ
っ
て
、
国
内
に
お
い
て
広
く
認
識
さ
れ
た
氏
名
、
商
号
、
商
標
を
使
用
し
、
し
か
も
ン
、
の
品
質
が
一
様
で
あ
る
場
合
に
は
、

　
そ
の
商
島
の
生
産
者
叉
は
販
売
者
が
、
当
該
商
品
の
販
売
の
相
手
方
た
る
事
業
者
と
そ
の
商
品
の
再
販
売
価
格
（
ン
、
の
相
手
方
た

　
る
事
業
者
叉
は
ン
、
の
相
手
方
た
る
事
業
者
の
販
売
す
る
当
該
商
品
を
貰
受
け
て
販
売
す
る
事
業
者
が
ン
、
Ｏ
商
品
を
販
売
す
る
価

　
格
）
を
維
持
す
る
が
た
め
に
行
う
契
約
（
乗
直
的
契
約
）
を
、
独
禁
法
の
適
用
除
外
例
と
し
て
認
め
よ
う
と
す
る
も
ｏ
で
あ
る
、



　
な
お
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
前
記
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い

　
る
。

　
０
Ｄ
　
当
該
商
品
が
一
般
消
費
者
に
よ
っ
て
耳
常
使
用
さ
れ
る
も
の
（
出
版
物
を
含
む
）
で
あ
る
こ
と

　
四
　
当
該
商
品
が
、
第
三
考
に
よ
っ
て
生
産
叉
は
販
売
さ
れ
る
同
一
種
類
の
商
品
と
自
由
且
つ
公
然
た
る
競
争
関
係
に
あ
る
こ
と

　
　
但
し
、
前
項
で
規
定
ナ
る
再
販
売
維
持
契
約
の
内
容
が
、
消
費
者
の
利
益
を
著
し
く
害
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
こ
の
限

　
り
で
な
い
と
し
て
い
る
、

　
　
こ
の
契
約
は
、
取
引
の
末
端
に
お
け
る
競
争
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
直
接
、
一
般
消
費
者
の
利
益
に
関
す
る
と
こ
ろ
極

　
め
て
大
で
あ
る
、
こ
の
制
度
は
、
新
聞
、
雑
誌
等
に
つ
い
て
は
既
に
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後
は
食
糧
品
、
化
粧
品
、
医
薬
品
、

　
電
気
捲
具
等
の
生
活
必
需
品
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
、
一
且
認
め
ら
れ
る
と
、
メ
ー
カ
ー
は
卸
、
小
売

　
業
者
に
定
価
を
腐
行
さ
せ
る
の
で
、
一
般
消
費
者
は
定
価
通
り
の
高
い
品
物
を
買
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
但
し
、
共
済
組
合
的

　
な
福
利
施
設
の
運
営
に
当
る
団
体
例
え
ば
農
業
協
同
組
合
、
消
費
生
活
協
同
組
合
、
労
働
組
合
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
等
の
法

　
律
で
定
め
ら
れ
た
組
合
に
つ
い
て
は
、
こ
か
を
適
用
し
な
い
こ
と
に
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
組
合
が
組
合
員
の
た
め
に
市
価

　
よ
り
も
安
い
価
格
で
販
売
す
る
こ
と
は
、
従
来
通
り
認
め
ら
れ
る
、

　
　
な
お
、
叉
、
商
品
の
指
定
を
、
公
正
取
引
委
員
会
に
一
方
的
に
や
ら
せ
る
こ
と
は
適
当
で
な
く
、
利
害
関
係
人
に
意
見
を
陳
べ

　
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、

目
　
予
防
規
定
の
緩
和

　
　
前
述
の
カ
ル
テ
ル
禁
止
の
緩
和
に
次
い
で
重
要
た
い
ま
一
つ
の
改
正
点
は
、
ト
ラ
ス
ト
或
は
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
に
導
く
お
、
て
れ
の

　
　
危
機
に
立
つ
反
独
占
政
策
（
井
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
（
三
八
九
）



　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
（
三
九
〇
）

あ
る
行
為
に
関
す
る
各
種
の
予
防
規
定
を
、
相
当
大
巾
に
緩
和
し
た
こ
と
で
あ
る
、
ン
、
の
要
点
は
大
嬰
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
、

０
Ｄ
　
不
当
な
事
業
能
力
の
較
差
の
排
除
規
定
（
第
三
章
）
の
削
除

　
こ
の
規
定
は
、
経
済
的
合
理
性
の
な
い
独
占
力
の
否
認
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
問
題
と
し
て
は
そ
の
適
用
は
困

難
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
を
削
除
し
て
も
大
し
た
差
支
え
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

吻
　
第
四
章
（
株
式
の
保
有
、
役
員
の
兼
任
、
合
併
及
び
営
業
の
譲
受
）
の
改
正

　
第
四
章
の
各
規
定
は
、
ト
ラ
ス
ト
の
彩
式
に
対
す
る
予
防
規
定
で
あ
っ
て
、
昭
和
二
十
四
年
の
改
正
に
よ
っ
て
一
部
分
修
正
さ

れ
た
が
、
今
回
の
改
正
案
に
お
い
て
は
、
更
に
こ
れ
を
相
当
大
巾
に
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

い
　
持
株
会
杜
の
禁
止

　
持
株
会
杜
に
つ
い
て
は
、
現
行
法
第
九
条
第
三
項
に
お
け
る
持
株
会
杜
の
定
義
を
「
株
式
を
所
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
の
会

杜
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
こ
と
を
主
た
る
事
業
と
す
る
会
杜
」
と
改
め
、
現
行
法
第
九
条
第
四
項
の
、
本
来
の
持
株
会
杜
で
な

い
会
社
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
。

回
　
事
業
会
杜
の
株
式
叉
は
杜
債
保
有
の
制
限

　
事
業
会
杜
に
つ
い
て
は
、
杜
債
に
関
す
る
制
限
を
削
除
す
る
と
と
も
に
、
株
式
保
有
の
制
限
を
、
一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る

競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
及
び
不
公
正
な
取
引
方
法
に
よ
る
場
合
に
限
る
こ
と
と
し
、
現
行
法
第
十
条
二
項

及
び
第
三
項
を
削
除
す
る
こ
と
と
し
た
一
従
っ
て
、
従
来
禁
止
さ
れ
て
い
た
競
争
関
係
に
立
つ
会
杜
間
の
株
式
の
保
有
が
で
き
る

こ
と
と
な
っ
た
、

バ
　
金
融
会
杜
の
株
式
保
有
の
制
限



　
　
金
融
会
杜
に
つ
い
て
は
、
競
争
関
係
に
あ
る
同
種
金
融
会
杜
間
の
株
式
保
有
を
禁
止
し
て
い
た
現
行
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規

　
定
を
削
り
、
金
融
会
社
に
よ
る
株
式
保
有
の
制
限
を
右
の
一
般
の
事
業
会
杜
に
対
す
る
制
限
の
規
定
に
含
め
、
第
二
項
の
持
株
制

　
度
を
百
分
の
五
か
ら
百
分
の
十
に
引
上
げ
る
と
と
も
に
、
従
来
、
絶
対
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
限
度
以
上
の
株
式
の
保
有
に
つ
い

　
て
は
認
可
制
を
と
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
今
後
金
融
資
本
に
よ
る
事
業
会
杜
の
支
配
は
大
巾
に
増
大
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
○
　
役
員
兼
任
の
制
限

　
　
役
員
の
兼
任
に
つ
い
て
は
、
競
争
関
係
に
あ
る
会
杜
間
の
役
員
の
兼
任
を
絶
対
的
に
禁
止
し
て
い
た
現
行
法
第
十
三
条
の
規
定

　
を
改
め
て
、
役
員
の
兼
任
の
制
限
を
一
定
の
取
引
分
野
に
か
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
隈
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
及
び
不
公
正
な

　
取
引
方
法
に
よ
る
場
含
に
限
る
こ
と
と
し
、
且
つ
総
資
本
一
憶
円
以
上
の
会
杜
の
役
員
の
兼
任
に
つ
い
て
は
、
屈
出
制
を
と
る
こ

　
と
と
し
た
。

　
以
上
が
第
四
章
の
規
定
の
改
正
の
主
要
な
点
で
あ
る
。
か
か
る
改
正
に
よ
っ
て
、
現
在
既
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
資
本
の
集
中
と
支

配
は
一
層
促
進
さ
れ
、
特
に
財
閥
系
金
融
機
関
を
中
心
と
す
る
財
閥
復
活
の
傾
向
は
、
今
復
盛
三
強
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

・
つ
。

四
　
む

す
　
　
び

　
経
済
氏
主
化
の
基
本
法
で
あ
る
独
占
禁
止
法
は
、
上
述
の
如
く
、
今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
次
第
に
骨
抜
き
に
さ
れ
、
そ
の
根
低
を

ゆ
す
ぶ
ら
れ
ん
と
し
て
い
る
、
も
っ
と
も
、
カ
ル
テ
ル
に
つ
い
て
は
、
財
界
の
要
望
す
る
よ
う
な
大
巾
緩
和
論
は
、
公
正
取
引
委
員

会
の
原
則
的
禁
止
論
の
線
で
お
さ
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
を
拠
点
と
し
て
、
更
に
こ
れ
を
拡
張
し
よ
う
と
テ
る
財
界
の
動
き
は
、

　
　
危
機
に
立
つ
反
独
占
政
策
（
井
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
（
三
九
一
）



　
　
立
命
館
経
済
挙
（
第
二
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
（
三
九
二
）

今
後
一
層
織
烈
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
既
に
述
へ
た
如
く
、
現
行
独
禁
法
の
下
に
お
い
て
す
ら
、
紡
績
、
鉄
鋼
共
他
の
主
要
産
業
部
門

に
お
い
て
、
事
実
上
、
カ
ル
テ
ル
行
為
は
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
改
正
が
実
現
す
れ
ば
、
こ
の
傾
向
に
一
層
拍
車
を
加
え

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
ま
た
、
予
防
規
定
の
大
巾
緩
和
に
よ
っ
て
縦
の
資
本
的
提
携
が
容
易
に
な
る
か
ら
、
ト
ラ
ス
ト
、

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
如
き
綻
断
的
結
合
が
、
今
後
急
速
に
進
展
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
．
縦
横
の
軸
を
基
に
し
て
資

本
の
集
中
、
支
配
が
促
進
さ
れ
、
独
占
機
構
が
次
第
に
彩
成
さ
れ
て
行
き
、
独
禁
法
は
殆
ん
ど
名
目
的
な
も
の
に
な
る
お
そ
れ
が
あ

る
。
今
や
独
禁
法
は
ま
さ
に
危
機
に
立
っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
独
禁
法
の
番
人
と
言
わ
れ
る
公
正
取
引
委
員
会
の

厳
正
な
法
の
運
用
と
、
業
界
の
自
粛
が
強
く
要
望
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
一


